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 令 和 ５ 年 ３ 月 ３ 日 

障害福祉部障害者施策課 

 

こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に 

関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 

 

１ 改正の理由 

  こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律

（令和４年法律第７６号）の施行に伴い、規定を整備するため、条 

例の一部を改正する。 

 

２ 改正の概要 

(１）改正対象条例 

・江東区こども発達センター条例 

・江東区障害者福祉センター条例 

・江東区障害者通所支援施設条例 

・江東区リバーハウス東砂条例 

（２）改正の内容 

   主務大臣の変更に伴い、規定を整備する。 

 

３ 施行期日 

  令和５年４月１日 

 

４ 新旧対照表 

  別紙のとおり 
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江東区こども発達センター条例 新旧対照表 

現行 改正案 

第１条～第８条 （略） 第１条～第８条 （略） 

（費用負担） （費用負担） 

第９条 第５条第１号及び第２号に規定

する事業を利用する者は、次に掲げる費

用の額を指定管理者に支払わなければな

らない。 

第９条 第５条第１号及び第２号に規定

する事業を利用する者は、次に掲げる費

用の額を指定管理者に支払わなければな

らない。 

(1) 法第２１条の５の３第２項第１号

に規定する厚生労働大臣が定める基

準により算定した額 

(1) 法第２１条の５の３第２項第１号

に規定する内閣総理大臣が定める基

準により算定した額 

(2) （略） (2) （略） 

第１０条～第１２条 （略） 第１０条～第１２条 （略） 

 附 則 

 この条例は、令和５年４月１日から施行

する。 

  

 

別紙
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江東区障害者福祉センター条例 新旧対照表 

現行 改正案 

第１条～第１１条 （略） 第１条～第１１条 （略） 

（費用負担） （費用負担） 

第１２条 第３条第１号又は第２号の事

業を利用する者は、次に掲げる費用の額

を指定管理者に支払わなければならな

い。 

第１２条 第３条第１号又は第２号の事

業を利用する者は、次に掲げる費用の額

を指定管理者に支払わなければならな

い。 

(1) 法第２９条第３項第１号に規定す

る厚生労働大臣が定める基準により

算定した費用の額 

(1) 法第２９条第３項第１号に規定す

る主務大臣が定める基準により算定

した費用の額 

(2) （略） (2) （略） 

２ （略） ２ （略） 

第１３条～第１６条 （略） 第１３条～第１６条 （略） 

別表 （略） 別表 （略） 

 附 則 

 この条例は、令和５年４月１日から施行

する。 
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江東区障害者通所支援施設条例 新旧対照表 

現行 改正案 

第１条～第７条 （略） 第１条～第７条 （略） 

（費用負担） （費用負担） 

第８条 第５条第１号又は第２号に規定

する事業を利用する者は、次に掲げる費

用の額を納めなければならない。 

第８条 第５条第１号又は第２号に規定

する事業を利用する者は、次に掲げる費

用の額を納めなければならない。 

(1) 法第２９条第３項第１号に規定す

る厚生労働大臣が定める基準により

算定した額 

(1) 法第２９条第３項第１号に規定す

る主務大臣が定める基準により算定

した額 

(2) （略） (2) （略） 

２ （略） ２ （略） 

第９条・第１０条 （略） 第９条・第１０条 （略） 

 附 則 

 この条例は、令和５年４月１日から施行

する。 
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江東区リバーハウス東砂条例 新旧対照表 

現行 改正案 

第１条～第７条 （略） 第１条～第７条 （略） 

（費用負担等） （費用負担等） 

第８条 利用者は、次に掲げる費用を合

算した額を指定管理者に支払わなければ

ならない。 

第８条 利用者は、次に掲げる費用を合

算した額を指定管理者に支払わなければ

ならない。 

(1) 法第２９条第３項第１号に規定す

る厚生労働大臣が定める基準により

算定した費用（緊急一時保護の利用

者にあっては、当該費用に相当する

費用） 

(1) 法第２９条第３項第１号に規定す

る主務大臣が定める基準により算定

した費用（緊急一時保護の利用者に

あ っ て は 、 当 該 費 用 に 相 当 す る 費

用） 

(2) （略） (2) （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

第９条～第１４条 （略） 第９条～第１４条 （略） 

別表 （略） 別表 （略） 

 附 則 

 この条例は、令和５年４月１日から施行

する。 

  

 


